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 開会 午後１時33分 

小谷事務局長   皆さん失礼いたします。 

 定刻になりましたので、これより第14回目の三木市・吉川町合

併協議会を始めさせていただきたいと思います。 

 開会に当たりまして、会長よりごあいさつを申し上げます。 

加古会長      春ともなったというんですか、三寒四温、天候も余り好ましく

ないわけでございますが、今日はおかげさんでこのようないい天候

の中で、第14回の三木市・吉川町合併協議会を開かせていただきま

したところ、委員の皆さん方には大変お忙しい中、お繰り合わせご

出席をいただきまして、本当にありがとうございます。厚く御礼申

し上げます。 

 もう皆さん方もご承知のとおり、吉川町議会では２月21日に臨時

議会を開いていただきまして、合併関係の全議案が承認されたわけ

でございます。 

 また、三木市にありましても、３月１日に提案させていただき

ましたところ、14日に議会におきまして承認をいただきました。

これをもちまして、２月２日に皆さん方に調印をいただきました

合併関係につきましては、市・町とも滞りなく事務手続といいま

すか、議了したわけでございます。 

 今日まで、議会の議員の皆さん方、また委員の皆さん方がご尽

力いただきましたことに感謝申し上げますとともに、その書類を

整えまして３月17日に北播磨県民局長さん、ここにご出席をいた

だいております櫛笥局長さんに合併申請をさせていただいたわけ

でございます。櫛笥局長さんにおかれましては、快く受け取って

いただき、県知事の方にご進言いただいたと、このような運びに

なりまして。 

 合併協議につきましては、おかげさまで滞りなく今日まで進ん

できたと、このように喜んでおるところでございまして、皆さん

方のご苦労に重ね重ね御礼を申し上げます。 
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 そのようなことではございますが、今後合併につきましての、

またいろいろと見守っていただきたいというようなことなり、ま

た17年度の予算並びに16年度の補正予算と申しますか、等々につ

きましてご承認をいただきたく、本日お集まりをいただいたわけ

でございますが。 

 何といたしましても、まだまだ発足までは時間がといいますか、

月日があるわけでございますんで、変わらぬご指導、ご協力を賜

りますことをお願い申し上げ、新しい市が発足するまで見守って

いただけることをお願い申し上げまして、まことにその意を尽く

しませんが、一言初めに当たりましてのごあいさつとさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

小谷事務局長    ありがとうございました。 

それでは、早速ではございますけども、会長の方より議事の進行

を、お願いを申し上げたいと思います。 

加古議長      それでは、早速でございますが、議事の進行にさせていただき

ますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

つきましては、早速議事録署名人の指名をさせていただきますの

で、よろしくご了承賜りたいと存じます。 

本日の会議録署名委員には、三木市の安福恵子委員、吉川町の藤

田芳明委員を指名させていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

それでは、早速議事に移らせていただきますが、まず報告事項で

ございます。報告第21号 廃置分合申請手続につきまして、事務局

よりご報告申し上げます。 

小谷事務局長    それでは、事務局の方から報告をさせていただきます。 

 資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 報告第21号 廃置分合申請手続について、別紙のとおり報告を

するというものでございまして、内容につきましては資料の２ペー

ジをお開きをいただきたいと思います。 
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 これにつきましては、先ほど会長の方よりご報告を申し上げま

したとおりでございますけども、改めて報告なり説明をさせていた

だきます。 

 ２ページのところでは、合併関連議案の議決の結果というもの

をあらわしております。合併の手続を進めるに当たりまして、協議

会委員の皆さんに慎重な審議を重ねていただきまして、その結果、

新三木市の方向を定めた合併協定書が締結をされておりますけども、

これをもとに三木市・吉川町においてそれぞれの議会に対して、合

併関連議案の提案を行いまして、審議を願った結果をまとめたもの

でございます。 

 そこで、その議案の内容について若干説明をさせていただきま

す。 

 １つにつきましては、三木市及び美嚢郡吉川町の廃置分合につ

いてでございます。この議案は、平成17年10月24日から、美嚢郡

吉川町を廃止、その区域を三木市に編入するという内容でございま

す。 

 ２つといたしましては、三木市及び美嚢郡吉川町の廃置分合に

伴う財産処分に関する協議についてであります。これにつきまして

は、合併に伴う財産処分について、三木市長、吉川町長の協議によ

りまして定めた内容を審議願うものでございますが、内容につきま

しては、合併協定書に基づき美嚢郡吉川町の財産は、すべて三木市

に帰属させるというものでございます。 

 ３つ目といたしましては、三木市及び美嚢郡吉川町の廃置分合

に伴う経過措置に関する協議についてでございます。この議案につ

きましても、三木市長、吉川町長の協議によりまして、合併特例法

による経過措置を採用した事項について定めた内容を審議願ったも

のでございますけども、内容につきましては、合併協定書に基づき

まして議会議員の定数及び任期の取り扱い、また農業委員会の委員

の定数及び任期の取り扱いについて定めたものでございます。 
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 以上の合併関連３議案につきまして、地方自治法の定めにより

議会の議決を求めることになっておりまして、それぞれ審議がなさ

れ、吉川町におきましては２月21日に臨時議会が開催されまして、

賛成多数で可決されました。三木市におきましては３月１日に提案

されまして、３月14日に賛成多数で可決されておりますことをご報

告申し上げたいと思います。 

 次に、資料の３ページをお開きいただきたいと思います。 

 これは廃置分合の申請についてでございまして、先ほど報告さ

せていただきました合併関連議案が両議会で可決されたことを受け

まして、平成17年３月17日に三木市長、吉川町長より県知事に対

して申請をすべく、当協議会の委員でもございます櫛笥北播磨県民

局長に申請書が提出されたものでございます。あわせて報告をさせ

ていただきます。 

 この申請書につきましては、関係書類の提出が求められており

まして、合併予定年月日からその他参考資料まで整理をし、提出を

いたしております。 

 次に、４ページ、５ページでございますけども、これは申請書

の表紙の部分と、５ページにつきましてはその中身の目次でござい

ます。 

 次に、６ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここでは、調印後の合併手続につきまして、今後の予定をあら

わしております。現段階のところは、今も申し上げました３月17日

に県知事へ合併申請が出されまして、申請書が受理されたところで

ございます。 

 今後につきましては、資料の中ほどからになりますけども、県

議会におきまして三木市・吉川町の合併議案が提案、審議されるこ

とになります。議決されますと、三木市・吉川町に対しまして決定

書の交付が行われるとともに、総務大臣に合併の届け出がなされま

す。その後、国において審査がなされまして、総務大臣より合併に
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ついての告示がなされることになろうかと思います。その時点で、

合併が確定をいたすということでございます。 

 その後、三木市の９月議会におきましては、合併に伴います関

係条例の整備を図るために、条例改正議案を提案をさせていただき

まして、議決を求めることになります。 

 また、県議会におきましても、この美嚢郡吉川町が三木市に編

入合併されることによって生じます条例整理が図られるものと考え

ております。こうした手続を経まして、10月24日に新市誕生を迎

えることになります。 

 以上で、報告第21号の説明を終わらせていただきます。 

加古議長      報告第21号の廃置分合申請手続につきましての説明を終わらせ

ていただきますが、今の説明につきまして、ご質問なりまたご意見

等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 ご質問がないようでございますので、次の報告第22号 予算の

流用につきましてご理解を賜りたいと存じます。内容につきまして、

事務局より説明申し上げます。 

小谷事務局長    はい、それでは、引き続き説明をさせていただきます。 

           報告第22号でございまして、資料の７ページをお開きいただき

たいと思います。 

 平成16年度三木市・吉川町合併協議会予算の流用についてご報

告をさせていただきます。 

 今回の事業費の事業推進費の中の、広報広聴費の委託料の増額

をお願いするものでございまして、この委託料につきましては協議

会だよりの作成、またホームページの作成、更新について委託をい

たしておるものでございます。 

 協議会だよりにつきましては、第１回より現在まで第11回発行

をいたしておりまして、三木・吉川の住民の方々に新聞折り込み等

にてお届けをいたしております。また、ホームページにつきまして

も、インターネットを利用いたしまして、協議会の内容を広く市内
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外にお知らせをいたしております。 

 これらにつきましては、住民の方々により詳しくお知らせをす

るためにホームページの内容を充実したり、協議会だよりのページ

数を増加をしたために、予算におきまして不足が生じております。

したがいまして、前回同様、予算残高が見込めます調査研究費の委

託料より、金額にいたしまして32万9,７00円を流用いたしたもの

でございます。 

 以上で、報告第22号の説明を終わらせていただきます。 

加古議長      報告第22号の説明が終わったわけでございます。ご質問等ござ

いましたら、ご発言をお願いいたします。 

 ご発言がないようでございますので、次の報告第23号 平成17

年度三木市・吉川町合併協議会事業計画についてをご報告させてい

ただきます。内容につきまして、事務局の説明をお願いいたします。 

小谷事務局長    それでは引き続きまして、報告第23号につきまして説明をさせ 

ていただきます。 

資料の８ページをお開きいただきたいと思います。 

平成17年度三木市・吉川町合併協議会事業計画について、別紙の

とおり報告するといたしております。 

次の９ページのところで、事業計画について説明をさせていただ 

きます。９ページをお開きいただきたいと思います。 

ここでは、前回の合併協議会に報告をいたしましたとおり、大き 

な業務でございました合併協定書の作成につきましては終わった

わけでございますけども、協議会の皆様には合併の直前まで、委

員として合併調整の進捗について見守っていただきたいと存じて

おります。 

そこで、資料では時期ごとに主な予定を掲げておりますけども、 

９月の議会で条例改正を経まして、協議会におきましては合併の

前日をもって解散することになります。そして、10月24日には新

市が施行されることになります。 
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それまでの間につきまして、協議会関係の主な内容といたしまし 

て、表の中の左側の枠に項目を上げておりますけども、まず会議

運営といたしまして、一番上の協議会の欄でございますけども、

協議会につきましては今のところ５月、７月、10月の３回程度予

定をいたしております。５月の協議会におきましては、事務調整

の進捗状況の報告と、16年度の決算報告を予定をいたしておりま

す。 

           その後、７月、また10月の開催予定につきましては、合併事務

調整などの報告に合わせまして、新市への移行作業等について説明

をしていきたいと考えております。 

 また、協議会に提案する必要事項を調整する機関といたしまし

て、庁内に設けております幹事会、また各専門部会、分科会につき

ましては、新年度に入りましても細部の調整を進めてまいります。

 次に、事務事業として掲げております事務事業の一元化、または

組織体制整備等につきましては、庁内のプロジェクトチームを中心

に吉川支所の業務内容の検討なり、情報システムにおけるデータの

移行、予算・決算の統合、また新しい条例・規則の整備を行ってま

いります。 

 次の、広報・広聴につきましては、引き続き協議会だよりの発

行、またホームページの更新を行いまして、合併情報の発信に努め

てまいりたいと考えております。また、合併によりまして検討され

ます制度等をよりわかりやすくまとめた市民べんり帳を作成いたし

まして、各世帯に配布してまいります。 

 以上で、平成17年度の三木市・吉川町合併協議会の主な事業計

画について、説明を終わらせていただきます。 

加古議長      ただいま17年度三木市・吉川町合併協議会事業計画についての 

説明が終わったわけでございます。 

           ご質問等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

           はい、どうぞ。 
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西山委員      吉川の西山です。 

 今、いわゆる事務事業のすり合わせ等はこれからさらにまた行

われるわけなんですが、それの随時報告があるという説明をいただ

きました。これから５月、７月と開催されるんですが、その都度に

例えばＢランク、Ｃランク等の本当に細部にわたる事務事業の調整

までの報告がなされるんか、文章でされるんか。その辺ちょっと気

になるんですが、どのような方法でもってこの協議会に報告がある

んでしょうか、お伺いします。 

小谷事務局長    そしたら、事務局の方からお答えさせていただきます。 

現在のところ、協議会で主な協議につきましては、協定書にまと

めていただいておるとおりでございますけども、その中でまだ今後

調整すべき事項も若干ございます。そういうものにつきまして、今

後幹事会等におきまして調整をしてまいりたいと考えております。 

調整がなったものにつきましては、特に協議会で報告すべきとい

うものにつきましては、文書等で報告をさせていただきたいという

ふうに考えております。 

加古議長      よろしい……、どうぞ。 

西山委員      すべてではないという、そちらである程度報告をするべきもの、 

あるいは必要でないものということを多少の洗いに通して、通し

てから、そういう意味でしょうか。 

小谷事務局長    それでは、今のご質問ですけども、それぞれ調整すべき項目は 

一応洗い出しはいたしておりますけども、それぞれ幹事会におき

まして十分また調整をさせていただきまして、ご報告をさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

西山委員      それでは、これらはすべて最後のべんり帳でしたかね、いわゆ

るすべてを網羅するべんり帳ですか、そういった部分に記載をされ

る分と考えていいんでしょうか。 

澤田幹事長     幹事長の澤田でございます。 

           協議会に説明、報告をさせていただく事項ということになります
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と、やっぱり全町的な、全市的なものということになりますので、

すべてを、事務事業たくさんありますので、これを報告するという

ことはその必要もなかろうと思います。 

           したがいまして、幹事会の中でこれは協議会に報告をしていくこ

とが適当であるかどうかというようなことも協議をした上で、選択

をして報告をしたいと考えます。 

           それから、市民べんり帳につきましては、これは合併いたします

と特に吉川町の旧町民の方は全体がわかりにくい。特に事務の窓口

等についても、部門についてもわかりにくいということもございま

すので。吉川町の方にはこれはもう全戸配布というような形になろ

うと思いますし、三木市におきましても、これもどの程度の必要性

の内容を入れるかということも今後協議をするわけですけども。必

要に応じて市民に配布をしなきゃならないかなと思っておりますが。 

 ちょっとその辺のところ、まだ十分詰まっておりませんので、

これもまたその必要な協議会の段階に、どういう内容でこのべんり

帳を発行させていただくか。また、その世帯全部に配布するかどう

かというような部分についても、報告意見をお伺いをしたいと思い

ますので、その点よろしくお願いします。 

加古議長      ほかにございませんか。 

 報告第23号の協議会の事業計画につきましてご報告させていた

だきまして、ご発言もないようでございますので、次に移らせてい

ただきます。 

 では、協議第70号の平成17年度三木市・吉川町合併協議会予算

についてご協議を願います。協議第70号の説明を事務局からさせて

いただきます。 

小谷事務局長    それでは、協議事項に移らせていただきます。 

 資料の12ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここにつきましては、協議第70号ということで、平成17年度の

三木市・吉川町合併協議会予算について掲載をさせていただいてお
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ります。 

 平成17年度の三木市・吉川町合併協議会の予算は、次に定める

ところによるといたしておりまして、第１条におきましては、歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,100万3,000円と定めると。

また、予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」によるといたしておりまして。その次の第２条におき

ましては、歳出予算の流用について規定をいたしております。 

 次の13ページをお開きいただきたいと思います。 

 13ページにおきましては、第１表歳入歳出予算ということで、

先ほどの総額予算の内訳といたしまして款、項の区分でそれぞれ金

額を上げさせていただいております。 

 その内容につきましては、次の14ページのところで、歳入歳出

予算事項別明細書として上げさせていただいております。14ページ

におきましては、総括として上げさせていただいております。 

 その具体的な内容につきましては、次の15ページから内容を上

げておりますので、15ページをお開きいただきたいと思います。 

 15ページでは、歳入の部でございます。表の見方といたしまし

ては、左から款、項、目の科目、そして本年度予算額、さらに前年

度の予算額、さらには前年度との比較増減、その右には節で具体的

な説明をいたしております。 

 まず１の負担金でございますが、本年度予算額といたしまして1,

100万円といたしております。前年度予算額は4,600万円でござい

ましたので、前年度に比べまして3,500万円の減となっております。 

 節では、市町負担金といたしまして1,100万円といたしておりま

して、三木市550万、吉川町550万と同額の負担をお願いいたして

おります。 

 次に、２の繰越金につきましては、科目存置として1,000円を計

上いたしております。 

 ３の諸収入につきましては、預金利息と雑入の科目存置といた
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しまして、2,000円を計上いたしております。 

 合計で1,100万3,000円、前年度との比較増減で3,500万円の減

といたしております。 

 16ページに移りますと、歳出の部でございます。 

 １の総務費といたしましては、346万6,000円。その内容といた

しまてしては事務局費で、節の欄を見ていただきますと９節の旅費

につきましては、事務局の職員の視察及び連絡調整に要する旅費と

いたしております。11節の需用費につきましては、事務連絡等に要

する消耗品費が主なものといたしております。12節の役務費につき

ましては、事務連絡に要する郵便切手なり電話代、及び合併をお知

らせをする表示板または垂れ幕等の手数料が主なものといたしてお

ります。 

 14節の使用料及び賃借料につきましては、合併協議会が三木市

の庁舎を利用いたしておりますけども、その庁舎やパソコン、公用

車を利用するに当たりまして、応分の負担をすることにいたしてお

ります。18節は備品購入費を上げておりまして、事務用の備品を見

込んでおります。19節につきましては負担金補助及び交付金で、臨

時職員１名分の負担金といたしております。 

 次に、17ページでございます。 

 ここにおきましては、２として事業費でございまして、そのう

ち１目の会議費といたしましては、合併協議会の運営に要するもの

でございまして、１節の報酬につきましては、協議会開催時の委員

報酬が主なものでございます。８節の報償費につきましては、各種

謝礼を予定いたしております。11節の需用費につきましては、協議

会開催に要する事務用品費が主なものでございます。13節の委託料

につきましては、会議録の作成を業者にお願いをするものでござい

ます。 

 次に、２目の広報広聴費でございますけども、内容といたしま

して11節の需用費につきましては、住民の方々に合併に伴い変わる
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制度や、役所の窓口などがわかるよう市民べんり帳を作成いたしま

して、配布するものでございます。その印刷製本費を充てておりま

す。12節の役務費につきましては、協議会だよりの新聞折り込み及

び配送に要する手数料が主なものでございます。13節の委託料につ

きましては、協議会だよりの発行及びホームページの更新に要する

ものでございまして、協議会だよりにつきましては４回程度発行す

る予定にいたしております。 

 次に、予備費でございますが、全体で40万円を見込んでおりま

す。 

 以上で、歳出合計1,100万3,000円となりまして、前年度比較で3,

500万円の減となっております。 

 以上で、17年度の予算につきましての説明を終わらせていただ

きます。 

加古議長      協議第70号の平成17年度三木市・吉川町合併協議会予算につい

のて説明が終わりました。 

 ご質問、またご意見等ございましたら、ご発言をお願いいたし

ます。 

ないようでございましたら、採決させていただきたいと存じます

が、よろしくお願いいたします。 

お諮りいたします。協議事項第70号の平成17年度三木市・吉川町

合併協議会予算につきまして、原案に賛成の方の挙手をお願いいた

します。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございました。全員挙手でございますので、協議第7

0号 平成17年度三木市・吉川町合併協議会予算につきましては、

原案のとおり決定をいたしました。 

ありがとうございました。 

これで、本日の予定いたしております日程が終わったわけでござ

いますが、何か委員の皆さん方、ご発言されることございませんか。 
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ないようでございましたら、本日の協議会はこれをもってお開き

とさせていただいてよろしいございますか。 

小谷事務局長    そしたら、事務連絡させていただきたいと思います。 

その他のところで上げさせていただいておりますように、第15回

目の合併協議会の日程でございますけども、現在のところ５月下旬

ということで調整をさせていただきたいと思っております。日時が

調整できましたら、また早目にご案内をさせていただきたいと思い

ます。 

会場につきましては、今度は吉川町の総合中央活動センターの方

を予定をいたしておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。 

事務局からの連絡は以上でございます。 

加古議長      はい、どうぞ。 

宮脇委員      今の下旬ということで、実は５月26日、防犯協会の総会を午後

から持っておりますので、外せるようでしたら外していただきたい

と思うわけでございますが。５月26日の木曜日の２時から、防犯協

会の総会を持ってしておりますので、よろしく、すみません。 

小谷事務局長    一応、お聞きをさせていただきまして、全員の方がすべてうま

く調整できますか、ちょっとそのあたりまたご相談させていただき

たいと思いますけども。できるだけ全員の方が出席いただけるよう

に調整をさせていただきたいと思います。 

 なお、どうしても重なる場合はお許しをいただくことになるか

と思います。 

宮脇委員      ちょうど当日、市長、町長ご来賓でお越しいただく……。 

           これは一方的に決めたんやなしに、事務局と秘書課の方でお伺い

してお願いしておりますので、26日、ひとつよろしくお願いします。 

加古議長      ほかにございませんか。 

 ないようでございましたら、お開きとさせていただきます。 

 閉会に当たりまして、吉川町長さんから閉会のごあいさつをお
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願いいたします。 

岩波副会長     どうもありがとうございました。 

約２カ月ぶりということで、久しぶりの会議になりました。ご多

忙のところご参集いただきまして、ご協議をいただく議案１件とい

うことで、ただいまご承認をいただきましてありがとうございます。 

最初に加古市長さんが申されましたように、私どもの手から合併

申請が県の方へ移りましたんで、あとは県の方で十分調整していた

だいて、次の県議会にかけていただいて、国の方へ送っていただく

と、こういうことに相なります。 

３日ほどしますと、吉川町の最後の年度がスタートいたします。

10月24日、嫁入りをするということになるんだろうと思います。若

干恥ずかしくない程度で薄化粧もせんならんのかなと。そんなええ

自動車は買われませんが、軽四の貨物ぐらいはそのあたり要るのか

なと、そんな思いをいろいろしておりまして。 

あと半年、50周年の記念も町民とともに喜び合いながら、三木市

へ合併していくことの準備に専念をするということでございますの

で。どうぞ三木市の皆様方にはご理解をいただきまして、温かく見

守っていただいたらありがたいと、このように思っております。 

以上で、きょうの協議会を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

加古議長      どうもありがとうございました。 

          閉会 午後２時12分 

 


